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○ 電子申請の前に 

① 電子申請を行う前に山梨県市町村総合事務組合ホームページ（以下「組合ホームペ

ージ」という。）で入札参加資格審査の詳細確認、概要・申請の手引・様式のダウンロ

ードを行ってください。 

⚫ ｢組合ホームページ」と「やまなしくらしねっと」は、別の WEBページです。 

⚫ 様式のダウンロードは、「組合ホームページ」からのみ行えます。 

⚫ 手引のダウンロードは、「組合ホームページ」からのみ行えます。なお、現在、ご

覧いただいている「やまなしくらしねっと電子申請操作の手引」以外の手引の内容

は次のとおりです。 

➢ 入札参加資格審査の日程等概要をまとめた手引 

○ 入札参加資格定期審査概要 

➢ 職種ごとの電子申請入力項目や申請書類等をまとめた手引 

○ 申請の手引（建設工事） 

○ 申請の手引（測量・建設コンサルタント等） 

○ 申請の手引（物品製造・役務提供等） 

➢ 納税証明書の提出に関する手引 

〇 納税証明書の提出マニュアル 

➢ 入札参加資格審査で良く寄せられる質問と回答をまとめた手引 

○ Q&A集 

② ｢やまなしくらしねっと電子申請サービス｣を利用して電子申請するためには、やま

なしくらしねっとの利用者登録（「利用者 ID」の取得・「パスワード」の設定）が必要

です。まずは、利用者登録をしてください。 

⚫ ｢やまなしくらしねっと」は、山梨県及び山梨県内市町村等が共同で運用する行政

サービスです。インターネットを利用して各種申請・届出・施設予約を 24時間行う

ことができ、各種行政情報のメールマガジンを受け取れるシステムです。 

③ ｢やまなしくらしねっと｣の操作では、次のことに注意してください。 

⚫ ページを戻る場合は、ブラウザの戻るボタンはクリックせず、画面下に設置される

ボタンをクリックし、希望する場所に戻ってください。 

⚫ 60 分程度何の操作もしないで放置するとタイムアウトします。タイムアウトする

と最初から入力し直す必要があります。 

④ 操作方法が、わからない場合は、画面右側の「ヘルプ」をご確認いただくか、「11 コ

ールセンター」にお問い合わせください。 
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1 利用者登録 

① やまなしくらしねっとを初めて利用する場合は、利用者登録が必要です。 

② ｢組合ホームページ｣→「組合の事業」→「競争入札参加資格審査共同事業」→「定期

審査について」→「やまなしくらしねっと【山梨県市町村総合事務組合電子申請サー

ビストップページ】」からトップページを表示し、次により利用者登録を行ってくださ

い。 

STEP1 利用者登録画面の表示 トップページ右上の「利用者登録」ボタンを押します。 

 

STEP2利用規約の同意 

 

①利用規約をお読みの上、同意する場合は、「同意する」ボタンをクリックします。 

① 

① 
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STEP3利用者 ID（メールアドレス）の登録 

 

①利用者区分の「法人」を選択します。 

注1 個人事業主の場合でも商号・屋号が事業主と同名でなければ法人を選択してくだ

さい。 

注2 行政書士として利用者登録する場合は、行政書士事務所として登録してください。 

注3 代理人を選択すると、入札参加資格申請ができませんので、選択しないでくださ

い。 

②利用者 IDは、メールアドレスとなりますので、申請者が常に利用しているメールアド

レスを入力してください。 

③アドレス等確認ができたら「登録する」ボタンをクリックします。 

STEP4メール送信完了 

 

 

①STEP3で登録した ID（メールアドレス）に送信されたメールを確認してください。 

②送信されたメールアドレス本文の URLをクリックしてください。 

① 

② 

③ 

 

3



STEP5利用者登録 

 

 

 

①表示された入力画面で、全ての項目を入力します。 

②全て入力したら「確認へ進む」ボタンをクリックします。 

③確認画面が表示されますので、その内容でよければ、「登録」ボタンをクリックします。 

 

2 利用者パスワードの変更 

① やまなしくらしねっと利用者パスワードを忘れた方は、次の手順で再設定できます。 

② ｢組合ホームページ｣→「組合の事業」→「競争入札参加資格審査共同事業」→「定期

審査について」→「やまなしくらしねっと【山梨県市町村総合事務組合電子申請サー

ビストップページ】」からトップページを表示し、次により再設定を行ってください。 

STEP1利用者ログイン画面の表示 

 

①トップページ右上の「ログイン」ボタンをクリックします。 

① 

② 

① 
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STEP2パスワード再設定メール送信画面の表示 

 
①利用者ログイン画面右下の「パスワードを忘れた場合はこちら」ボタンをクリックし

ます。 

STEP3パスワード再設定メールの送信 

 

①利用者 ID（メールアドレス）を入力します。 

⚫ 上段、下段同じものを入力します。 

②「完了する」ボタンをクリックします。 

 

① 

① 

② 
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STEP4パスワード再設定画面の表示 

 

 

①利用者 IDのメールアドレスに「パスワード再設定メール」が送信されます。 

②「パスワード再設定メール」の URLをクリックします。 

STEP5パスワードの再設定 

 

 

①新しいパスワードを入力します。 

⚫ 上段、下段同じものを入力します。 

②「再設定する」ボタンをクリックします。 

③パスワード再設定完了画面が表示されれば再設定完了です。 
 

 
 
① 

② 

① 

② 

 
 
 
 
③ 
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3 電子申請及び申請書印刷 

① 電子申請は、申請期間中、次により表示されるログイン画面から行ってください。 

⚫ ｢組合ホームページ｣→「組合の事業」→「競争入札参加資格審査共同事業」→「定

期審査について」→「やまなしくらしねっと定期審査申請書【職種名】（例：建設工

事）」→やまなしくらしねっと電子申請サービス「令和 6年度入札参加資格定期審査

（令和 7・8年度分）申請書【職種名】（例：建設工事）」のログイン画面 

② 受付期間を過ぎると申請することができません。 

STEP1 ログイン 

  

手続名を確認し、「利用者 ID」と「パスワード」を入力しログインします。 

⚫ ID・パスワードは利用者登録で登録したものです。 

※既にやまなしくらしねっと電子申請サービスにログインしている場合は、ログイン

画面は表示されません。 

 

① 
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STEP2 利用規約の同意 

 

 

①手続名を確認し、説明、利用規約を一読して、同意する場合は「同意する」ボタンをク

リックします。 

STEP3 申請内容記入① 

 

 

 

①入力項目に従ってしてください。 

②「※」印がある項目は入力必須項目です。 

⚫ 入力されないとエラーになります。 

③電子申請取扱者は、必ず事業者の商号又は名称で登録してください。 

電子申請取扱者について 
・必ず法人名で登録してくだ
さい。 
※個人の場合でも商号、屋号が
ある場合は、法人名で申請して
ください。 

※個人の場合

でも商号、屋号がある場合は、

法人名で申請してください。 

 

 

① 
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注1 個人の場合でも商号、屋号がある場合は、商号名で申請してください。 

注2 行政書士等が代理記入する場合も、行政書士事務所名ではなく手続きの委任を受

けた事業者の商号又は名称を記入してください。 

④申請途中で申請データを一時保存する場合や、一時保存した申請データを読み込む方

法については、P20～23をご確認ください。 

STEP4 申請内容記入② 

  

①すべて入力が終了したら、「確認へ進む」ボタンをクリックします。 

②入力確認画面が表示されます。 

③入力に誤り（必須項目未記入等）がある場合は、当該箇所が赤く表示されます。 

STEP5 入力内容確認及び申込み 

 

①入力内容が正しいか画面上で確認し、正しければ「申込む」ボタンをクリックします。 

②申込み完了画面が表示されます。 

③確認画面及び PDF プレビューは、申請内容を確認するためのものです。組合に提出す

る申請書は、申請完了後に案内される「PDF ファイルを出力する」から印刷される申請

① 

ここから出力される申請書プレビ
ューは提出する申請書ではありま
せん。 

① 
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書となります。 

STEP6 申請完了 

 

①申込完了画面が表示されるとともに、利用者登録で登録したメールアドレスに「申込

完了通知メール」が送信されます。 

②整理番号とパスワードは、申請内容の修正、認定通知書のダウンロード等で必要にな

ります。 

⚫ このパスワードは、くらしねっとを利用する際のパスワードではありません。 

⚫ 整理番号とパスワードは申込完了通知メールに記載されますが念のためメモして

ください。 

⚫ 申請内容の修正や認定通知書のダウンロードは、申請完了通知メールに記載される

URL にアクセスし、整理番号とパスワードを入力することで移行する画面で行いま

す。（くらしねっとにログインし、申込内容照会からも移行できます。） 

③提出用の申請書を印刷します。 

⚫ ｢PDFファイルを出力する」ボタンをクリックし、申請書（PDFファイル）をダウン

ロードしてください。 

⚫ デスクトップなどいつも利用するフォルダ（保存先）を指定してダウンロードする

ことをお勧めします。（ダウンロード先を指定しない場合は、お使いのパソコンの「ダ

ウンロードフォルダ」に保存されます。） 

① 

② 
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⚫ ダウンロードした申請書（PDFファイル）を呼び出し印刷してください。 

STEP7 申請書印刷 

 

【不受理となる例 1：確認画面を印刷して提出】 

 

【不受理となる例 2：整理番号が prev-iew-】 

 

①保存したファイルを開き全てのページを印刷し、申請書類と一緒に提出してください。 

⚫ 印刷は両面・モノクロ印刷とします。（片面やカラーであっても問題はありません。） 

②申請書 1ページ右肩に整理番号が記載されていることを確認してください。 

⚫ 確認画面及び PDF プレビューの印刷は、組合が提出を求める申請書ではありませ

ん。必ず、整理番号が記載されている申請書を提出してください。 

 

 

 

① 
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4 申請後の申請内容の修正 

① 申請後の申請内容の修正は、申請期間中、次により表示されるログイン画面から行

ってください。 

⚫ 組合ホームページ→「組合の事業」→「競争入札参加資格審査共同事業」→「定期

審査について」→「やまなしくらしねっと【申請内容照会】」のログイン画面 

② 申請期間を過ぎると修正することができません。 

STEP1 申込み内容照会 

 
①申込内容照会画面に申請完了時に発行された「整理番号」・「照会用パスワード」を入

力し「照会する」ボタンをクリックします。 

⚫ 申込一覧画面が表示されます。 

※ 整理番号・照会用パスワードが不明な場合は、この画面の「ログイン」ボタンをク

リックし、やまなしくらしねっとの ID とパスワードでログインし、「申込内容照会」

ボタンをクリックすると申込一覧画面が表示されます。 

STEP2 手続の表示 

 

①「処理状況」欄のステータスが「処理待ち」の場合に申請内容の変更が可能です。 

⚫ 申請期間が終了すると「処理中」となり、修正はできません。 

※ 

① 

① 
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②「処理待ち」を確認し「詳細」ボタンをクリックします。 

③「詳細」ボタンをクリックすると内容確認画面が表示されます。 

STEP3 修正画面の表示 

 

①内容確認画面の最後の「修正する」ボタンをクリックします。 

②申請内容変更画面が表示されます。 

※ ｢修正する｣ボタンの右上の「再申込する」ボタンはクリックしないでください。 

※ ｢再申込する｣ボタンをクリックすると新たな申請書が表示され、二重申請となります

のでご注意ください。 

※ 二重申請されると入札参加資格が希望通り登録されない可能性があります。 

STEP4 修正内容入力 

 

①修正する項目を入力します。 

②すべての修正事項の入力が終わりましたら「確認へ進む」ボタンをクリックします。 

クリックしないこと 

① 

① 
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③確認画面が表示されます。 

STEP5 修正内容確認 

 

①変更した内容が正しければ、「修正する」ボタンをクリックします。 

※ 修正箇所は青字で表示されます。 

STEP6 修正完了 

 

①「申込変更完了」の画面が表示されたら「詳細へ戻る」ボタンをクリックします。 

STEP7 修正後の申請書印刷 

 

①変更確認画面が表示されたら「PDFファイルを出力する」ボタンをクリックします。 

②「3電子申請及び申請書印刷」と同様の手順で申請書を印刷し、修正後の申請書を提出

してください。 

① 

① 

① 
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5 申請後の申請取下げ 

① 申請後の申請取下げは、申請期間中、次により表示されるログイン画面から行って

ください。 

⚫ ｢組合ホームページ｣→「組合の事業」→「競争入札参加資格審査共同事業」→「定

期審査について」→「やまなしくらしねっと【申請内容照会】」のログイン画面 

② 申請期間を過ぎると申請を取下げることはできません。 

STEP1 申込内容照会 

 
①申込内容照会画面に申請完了時に発行された「整理番号」・「照会用パスワード」を入

力し「照会する」ボタンをクリックします。 

⚫ 申込み一覧画面が表示されます。 

※ 整理番号・パスワードが不明な場合は、この画面の「ログイン」ボタンをクリック

し、やまなしくらしねっとの ID とパスワードでログインし、「申込内容照会」ボタン

をクリックすると申込み一覧画面が表示されます。 

STEP2 手続の表示 

 

※ 

① 

① 
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①「処理状況」欄のステータスが「処理待ち」の場合に申請取下げが可能です。 

⚫ 申請期間が終了すると「処理中」となり、変更はできません。 

②「処理待ち」を確認し「詳細」ボタンをクリックします。 

③「詳細」ボタンをクリックすると内容確認画面が表示されます。 

STEP3 申請の取り下げ 

 

①内容確認画面の最後の「取下げる」ボタンをクリックします。 

②取下げ事由入力画面が表示されます。 

※ ｢修正する｣ボタンの右上の「再申込する」ボタンはクリックしないでください。 

※ ｢再申込する｣ボタンをクリックすると新たな申請書が表示され、二重申請されます。 

※ 二重申請されると入札参加資格が希望通り登録されない可能性があります。 

STEP4 取り下げ理由の記入 

 
①取下げ事由入力画面に取り下げる理由を入力します。 

②入力後「確認へ進む」ボタンをクリックします。 

③取下げ確認画面が表示されます。 

 

クリックしないこと 

① 

① 

② 
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① 

STEP5 取下げ内容確認及び完了 

 

 

①取下げる内容を確認し、正しければ「取下げる」ボタンをクリックします。 

②取下げ完了画面が表示されます。 

 

6 認定通知書のダウンロード 

① 審査の結果、有資格者となった事業者には、概ね令和 7年 2月に認定通知書を発行

いたします。 

② 認定通知書は、次により「やまなしくらしねっと」の電子申請からダウンロードし

てください。 

※ 画像については、前回定期審査時の画像です。ご了承ください。 

STEP1 認定通知書の送付メール確認 

 

①認定通知書が発行されると、やまなしくらしねっとに登録されているメールアドレス

にメールが届きますのでご確認ください。 

②メール本文中の「申込内容照会 URL」をクリックしてください。 

① 

② 

① 
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STEP2申込み内容照会 

 

①申込内容照会画面に申請完了時に発行された「整理番号」・「照会用パスワード」を入

力し「照会する」ボタンをクリックします。 

⚫ 申込み一覧画面が表示されます。 

※ 整理番号・パスワードが不明な場合は、この画面の「ログイン」ボタンをクリック

し、やまなしくらしねっとの ID とパスワードでログインし、「申込内容照会」ボタン

をクリックすると申込み一覧画面が表示されます。 

STEP3申請書のダウンロード 

 

①申込内容照会画面の返信添付ファイル 1 に認定通知書が添付されていますので、ダウ

ンロードしてください。 

 

※ 

① 

① 
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① 

7 ダウンロードフォルダの表示方法 

① 組合ホームページからダウンロードした様式や電子申請の一時保存データ、作成し

た申請書は、保存先を指定しない場合、お使いのパソコンのダウンロードフォルダに

保存されます。 

② 次の操作方法は、ダウンロードフォルダ表示方法の一例です。 

⚫ お使いのパソコンにより、保存場所、ダウンロードの表示等操作方法が異なる場合

がありますので、その際には、お使いのパソコンの取扱説明書等ご確認ください。 

STEP1検索アイコン、検索バーでの検索 

 

 

①一時保存データは、ダウンロードフォルダに保存されます。パソコンの左下の検索ア

イコンをクリックしてください。 

②検索バーに「ダウンロード」と入力し、ダウンロードフォルダを検索してください。 

① 

② 

③ 

19



① 

STEP2ダウンロードフォルダの表示 

 

 

①「開く」をクリックして、フォルダを開きます。 

②目的のデータが、保存されていることを確認してください。 

 

8 入力中データの一時保存・保存した入力データの読み込み 

① やまなしくらしねっとは、入力中データの一時保存を行うことができます。 

② 入力中データの保存は、複数行うことが可能です。 

※ 仕様が変更される場合や PCにより操作が異なる場合があるため、入力データの一時

保存、読み込みがうまくできない場合は、「11 コールセンター」へお問い合わせくだ

さい。 

STEP1 入力中データの一時保存 

 

① 

② 

① 
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①入力中のデータを一時保存する場合は、入力画面最下部の「入力中のデータを保存す

る」ボタンをクリックします。 

②一時保存データが作成されると、画面右上にダウンロードファイルが表示されます。 

⚫ このデータを消去すると、一時保存データが失われるので、誤って削除しないでく

ださい。 

STEP2保存した入力データの読み込み１ 

 

 

 

② 

① 

② 

③ 
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① 

 

①「保存データの読み込み」をクリックします。 

⚫ ファイル読込画面に移動します。 

②「ファイルの選択」をクリックします。 

⚫ 画面上に新たな開かれたウインドウの中から「ダウンロードフォルダ」を開きます。 

③STEP1で保存した一時保存データを選択（クリック）し、「開く」をクリックします。 

STEP3保存した入力データの取り込み２ 

 

 

 

④ 

⑤ 

① 

② 

③ 
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①ファイルが選択されたことを確認し、「確認へ進む」をクリックします。 

②「読込む」をクリックし、ファイル読込完了画面に移動します。 

③「入力へ戻る」クリックします。 

⚫ 申請画面に戻り、一時保存したデータが反映され、入力を再開できます。 

 

9 利用者情報変更 

① 利用者登録されている情報が変更されている場合は、利用者情報の変更をお願いし

ます。 

⚫ 利用者登録の変更漏れによる問い合わせが増えています。 

② 特にメールアドレスは、システムから申請完了メール等が届きますので、変更され

ている場合は、担当部署代表アドレス等の必ずメールが確認できるメールアドレスに

変更してください。 

※ くらしねっとの利用者情報と入札参加資格審査の申請者情報はリンクしていません

ので、利用者情報に変更があった場合は、都度、利用者様で変更する必要があります。 
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STEP1利用者情報の呼出 

 

①くらしねっとにログイン後、「利用者情報」をクリックします。 

STEP2利用者情報の確認 

 

①利用者管理画面で、利用者情報を確認し、変更したい項目のボタンをクリックします。 

②各ボタンをクリックして変更できる内容は次のとおりです。 

⚫ ｢メールアドレス 1を変更する」：くらしねっとログイン ID（メールアドレス）を変

更します。 

⚫ ｢パスワードを変更する」：くらしねっとログインパスワードを変更します。 

⚫ ｢その他情報を変更する」：法人名や法人住所等を変更します。 

⚫ ｢削除する」：利用者情報を削除します。 

① 

① 
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STEP3利用者情報の変更 

 

 

①利用者変更画面で情報を変更し、「変更する」をクリックします。 

②利用者変更完了画面が表示されます。 

 

10 操作方法のヘルプについて 

① やまなしくらしねっとの操作方法について、手引に記載がない疑問点ございました

ら、画面右側のヘルプを、一度ご確認ください。 

 

 

① 

② 

① 

25



11 コールセンター 

｢やまなしくらしねっと電子申請サービス」のシステム操作に関するお問い合わせは、次

のコールセンター等にお願いします。 

※ 申請内容等にはお答えできません。 

① 固定電話コールセンター：0120-464-119（平日：9：00から 17：00まで） 

② 携帯電話コールセンター ：0570-041-001（有料）（平日：9：00から 17：00まで） 

③ FAX：06-6455-3268 

④ 電子メール：help-shinsei-yamanashi@s-kantan.com 

 

12 その他 

① 次の方法でも各種申請を行うための画面に移行できます。 

⚫ ｢組合ホームページ(https://www.ysc-yamanashi.or.jp)」にアクセス→トップペー

ジ最下部左側「やまなしくらしねっと電子申請サービス」のバナーをクリック→「地

図右下の山梨県市町村総合事務組合」をクリック→「やまなしくらしねっと山梨県

市町村総合事務組合電子申請サービス」（ログイン画面） 

 

①「やまなしくらしねっと山梨県市町村総合事務組合電子申請サービス」のログイン画

面が表示されたら、右肩の「ログイン」ボタンをクリックしてください。 

②やまなしくらしねっとの ID とパスワードを入力する画面に表示されたら、ID とパス

ワードを入力し、ログインしてください。 

③手続きを選択する画面が表示されますので、次により目的とする手続きを選択して申

請を行ってください。 

⚫ 手続き申込：選択後、下部「手続き一覧」から手続きを選択して申請を行ってくだ

さい。 

⚫ 申請内容照会：選択後、キーワードで探すか、下部の申請内容から照会する手続き

を選択して内容確認等を行ってください。 
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